
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大阪府屋外広告物条例 
淀川等沿岸区域図 

 
（平成 22 年 1 月 1 日施行） 

 
凡例 
         大阪府景観計画区域の淀川等沿岸区域 
         （大阪府屋外広告物条例に規定する淀川等沿岸区域 

大阪府告示第 1767 号 H21.12.2（正誤 H21.12.10）） 
 
         大阪府屋外広告物条例第 5 条第 1 項第 4 号の規則で 

指定するもの 
 
         大阪府屋外広告物条例第 5 条第 1 項第 3 号の知事が 

指定するもの（表示制限路線） 
 
※ 本区域図は、大阪府景観計画区域図をもとに、大阪府屋外広告物条例に

規定する淀川等沿岸区域の規制区域図を作成したものです。 
  大阪府屋外広告物条例第 5 条第 1 項第 4 号の規則で指定するもの（淀川

等沿岸区域のうち、表示制限路線から 500ｍを超える区域）については、

住宅地図等により詳細な区域を確認して下さい。 
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P1 

（Ａ） 

（Ｂ） 

淀川等沿岸区域 

島本町 

○ 

№ 区域線 
Ａ ＪＲ東海道本線の線路敷 
Ｂ (都)水無瀬鶴ヶ池線の道路端 

名神高速道路 

ＪＲ東海道本線 



 

P2 

淀川等沿岸区域 

島本町 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｂ） 

№ 区域線 
Ａ ＪＲ東海道本線の線路敷 
Ｂ 大阪府と京都府の境界線 
  
  

京都府 

枚方市 

○

○ 

（Ｂ） 

（Ｂ） 

一般国道１７１号線 

500ｍ 

ＪＲ東海道新幹線 

阪急京都線 

ＪＲ東海道本線 



 

P3 

淀川等沿岸区域 

島本町 

高槻市 № 区域線 
Ａ ＪＲ東海道新幹線の線路敷 
Ｂ 近隣商業地域の境界線 
B② H15 時点の近隣商業地域の境界線 
Ｃ (都)水無瀬鶴ヶ池線の道路端 
  
  
  
Ｇ 高槻市と島本町の境界線 
  

（Ｃ） 

（Ｂ） 

（Ｇ） 

水無瀬駅 

（Ｂ②） 

○ 

○ ○ 

一般国道１７１号線 

阪急京都線 

ＪＲ東海道新幹線 

（Ａ） 

○ 名神高速道路 

ＪＲ東海道本線 



 

P4 

淀川等沿岸区域 

島本町 

枚方市 

高槻市 

（Ｇ） 

（Ｆ） 

（Ｅ） 

№ 区域線 
  
  
  
  
Ｅ 高槻市と島本町又は枚方市の境界線 
Ｆ (都)樟葉中宮線からの 50ｍの後退線 
Ｇ 大阪府と京都府の境界線 

○ 

一般国道１７１号線 

500ｍ 

ＪＲ東海道新幹線 

阪急京都線 



 

P5 

淀川等沿岸区域 

（Ａ） 

高槻市 

枚方市 

№ 区域線 
Ａ 枚方市と高槻市の境界線 
 



 

P6 

高槻市 

（Ｆ） 

（Ａ） 

（Ｄ） 

（Ｅ） 

枚方市 

淀川等沿岸区域 

樟葉駅 

№ 区域線 
Ａ (都)樟葉中宮線からの 50ｍの後退線 
Ｂ 近隣商業地域の境界線 
Ｃ 近隣商業地域の境界線の屈曲点と近隣商

業地域の境界線とを結ぶ線 
Ｄ 近隣商業地域の境界線 
Ｅ (都)樟葉中宮線からの 50ｍの後退線 
Ｆ 枚方市と高槻市の境界線 

（Ｃ） 

（Ｂ） 

○

○

○

○



 

淀
川
等
沿
岸
区
域 

P7 

（Ａ） 

高槻市 

枚
方
市 

№ 区域線 
Ａ 枚方市と高槻市の境界線 



 

（Ｅ） 

（Ｃ） 

（Ｄ） 

（Ａ） 

（Ｂ） 

枚方市 

淀川等沿岸区域 

牧野駅 

高槻市 

P8 

○ 

○ 

○ 

№ 区域線 
Ａ (都)国道１号線からの 50ｍの後退線 
Ｂ 近隣商業地域の境界線 
Ｃ (都)国道１号線からの 50ｍの後退線 
Ｄ (都)牧野長尾線からの 50ｍの後退線 
Ｅ 枚方市と高槻市の境界線 



 

P9 

（Ａ） 

（Ｂ） 

淀川等沿岸区域 

枚方市 

№ 区域線 
Ａ (都)樟葉中宮線からの 50ｍの後退線 
Ｂ (都)牧野長尾線からの 50ｍの後退線 

○ 



 

P14 

（Ａ） 

高槻市 

枚方市 

№ 区域線 
Ａ 高槻市と枚方市の境界線 

淀川等沿岸区域 



 

P15 

枚方市 

（Ｂ） 

（Ａ） 

（Ｃ） 

御殿山駅 

淀川等沿岸区域 

№ 区域線 
Ａ (都)国道１号線からの 50ｍの後退線 
Ｂ 近隣商業地域の境界線 
Ｃ (都) 国道１号線からの 50ｍの後退線 

○ 

○ 



 

P17 

淀川等沿岸区域 

（Ａ）

（Ｂ）

№ 区域線 
Ａ 高槻市と枚方市の境界線 
Ｂ (都)枚方山手線(H17 廃止)の道路端 

枚方市 

高槻市 

500ｍ

一般国道１７０号線 



 

P18 

№ 区域線 
Ａ (都)国道１号線からの 50ｍの後退線 
Ｂ 京阪本線の線路敷 
Ｃ 近隣商業地域の境界線 
Ｄ 近隣商業地域の境界線の屈曲点を結ぶ線 
Ｅ 近隣商業地域の境界線 
Ｆ 近隣商業地域の境界線の延長線 
Ｇ 近隣商業地域の境界線 
Ｈ 近隣商業地域の境界線 

枚方市 

（Ａ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 

（Ｅ） 

（Ｄ） 

（Ｆ） 

（Ｇ） 

枚方駅 

淀川等沿岸区域 

（Ｈ） 

○ ○
○

○ 

○ 

○ 



 

P23 

高槻市 

淀川等沿岸区域 

（Ａ） 枚方市 

№ 区域線 
Ａ 高槻市と枚方市の境界線 

一般国道 1 号線から 500ｍ

一般国道 1 号線から 500ｍ 



 

淀川等沿岸区域 

（Ａ） 

（Ｅ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 

（Ｄ） 

枚方公園駅 

枚方市 

高槻市 

№ 区域線 
Ａ (都)国道１号線の道路端 
Ｂ (都 )桜新地伊加賀線の道路端及びその延

長線 
Ｃ 近隣商業地域の境界線 
Ｄ (都)枚方山手線(H17 廃止)の道路端 
Ｅ 枚方市と高槻市の境界線 
  

 
Ｇ (都 )高槻橋本線又は国道１号線又は枚方

国道線からの 50ｍの後退線 

（Ｇ） 

P24 

○ 

○ 

○

一般国道１７０号線 

一般国道１号線 

500ｍ500ｍ 

500ｍ 

500ｍ 



 

P25 

淀川等沿岸区域 

（Ｂ） 

（Ｃ） （Ａ） 

№ 区域線 
Ａ 近隣商業地域の境界線 
Ｂ 近隣商業地域の境界線の屈曲点を結ぶ線 
Ｃ 近隣商業地域の境界線 

枚方市 

○ 
○ 

一般国道１号線 



 

P29 

高槻市 

摂津市 

淀川等沿岸区域 

（Ａ）

№ 区域線 
Ａ 高槻市と摂津市の境界線 



 

P30 

№ 区域線 
Ａ 高槻市と枚方市の境界線 
Ｂ 高槻市と寝屋川市の境界線 
Ｃ (都)枚方国道線又は国道 1 号線の道路端 
  
  

（Ａ）

（Ｂ） 

淀川等沿岸区域 

高槻市 

枚方市 

寝屋川市 

（Ｃ） 

○

一般国道１号線 

一般国道１７０号線 

500ｍ

500ｍ



 

P31 

（Ｇ） 

淀川等沿岸区域 

№ 区域線 
  
  
  
  
  
  
Ｇ (都)枚方国道線の道路端 

一般国道１７０号線 



 

P34 

摂津駅 

№ 区域線 
  
  
  
  
  
Ｆ (都)鳥飼上上田部線の道路端 

淀川等沿岸区域 

（Ｆ） 

摂津市 

府道大阪高槻線 



 

P35 

（Ｂ） 

（Ｂ） 

№ 区域線 
Ａ 高槻市と寝屋川市の境界線 
Ｂ 高槻市と摂津市の境界線 
Ｃ (都)鳥飼上上田部線の道路端 

（Ａ）

淀川等沿岸区域 

寝屋川市 

高槻市 

摂津市 

○ 
府道大阪高槻線 

500ｍ

500ｍ 

500ｍ

500ｍ 
一般国道１号線 



 

P36 

（Ｆ） 

（Ｇ） 

№ 区域線 
  
  
  
  
  
Ｆ (都)国道 170 号線の道路端 
Ｇ 高槻市と寝屋川市の境界線 
 

一般国道１７０号線 

一般国道１号線 

500ｍ 

500ｍ 500ｍ



 

P40 

淀川等沿岸区域 

摂津市 

大阪市 

（Ａ） 

№ 区域線 
Ａ (都)鳥飼上上田部線の道路端 

府道大阪高槻線 

500ｍ 



 

P41 

（Ｅ） 

南摂津駅 

淀川等沿岸区域 

摂津市 

府道大阪高槻線 

府道大阪中央環状線 

一般国道１号線 

№ 区域線 
  
  
  
  
Ｅ (都)鳥飼上上田部線の道路端 

500ｍ

500ｍ 

500ｍ

500ｍ 

500ｍ 



 

P42 

淀川等沿岸区域 

摂津市 

守口市 

寝屋川市 

（Ａ） 

№ 区域線 
Ａ (都)国道一号線の道路端 
Ｂ (都)豊秀佐太線の道路端 

（Ｂ）

○

一般国道１号線 

500ｍ

府道大阪高槻線から 500ｍ 



 

P43 

淀川等沿岸区域 

寝屋川市 

№ 区域線 
  

一般国道 1 号線から 500ｍ 



 

P46 

淀川等沿岸区域 

№ 区域線 
Ａ (都)鳥飼上上田部線の道路端 
Ｂ 大阪市と摂津市の境界線 
Ｃ 大阪市と守口市の境界線 
 

（Ｂ） 

（Ａ） 

（Ｃ） 

大阪市 

守口市 

摂津市 

○ 

○

府道大阪高槻線 

500ｍ

阪神高速守口線から 500ｍ

阪神高速守口線から 500ｍ



 

P47 

（Ｆ） 

（Ｅ） 

№ 区域線 
  
  
  
  
Ｅ (都)八島大久保線の道路端 
Ｆ (都)大阪守口線の道路端 

淀川等沿岸区域 

守口市 
○ 

阪神高速守口線 

大日駅 

府道大阪中央環状線 

一般国道１号線 

500ｍ 

500ｍ

一般国道１号線 



 

P48 

（Ｂ） 

（Ａ） 

淀川等沿岸区域 

門真市 

寝屋川市 

守口市 

№ 区域線 
Ａ (都)豊秀佐太線の道路端 
Ｂ (都)八島大久保線の道路端 

○ 

一般国道 1 号線から 500ｍ 



 

P52 

淀川等沿岸区域 

№ 区域線 
Ａ 大阪市と守口市の境界線 

（Ａ） 

守口市 



 

P53 

№ 区域線 
  
  
  
  
  
  
Ｇ (都)大阪守口線の道路端 
Ｈ 大阪市と守口市の境界線 
 

淀
川
等
沿
岸
区
域 （Ｇ） 

（Ｈ） 

○ 

阪神高速守口線 

一般国道１号線 


